
パネルディスカッション③

加速するデジタル化
～企業の果たすべき役割と消費者のデジタル化への向き合い方～

消費者庁審議官
坂田 進
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デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引（イメージ）

【B to Cの典型例】

・ショッピングモール

【C to Cの典型例】

・フリマ

・インターネットオークション
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競争法の観点から
取引関係を規律
（透明化法）

特定商取引法が適用
（通信販売）

消費者保護の観点
からの規律が不在
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デジタル・プラットフォームにおける消費者取引の拡大

①メーカー等のホームページからの購入、②デジタル・プラトフォーム運営者からの直接購
入、③デジタル・プラットフォームの出店者等からの購入という３つの違いを明確に分かって
いる消費者は約６割（56.9％）。一方、②デジタル・プラットフォーム運営者からの直接購入と、

③デジタル・プラットフォームの出店者等からの購入の違いを知らない消費者が約２割
（21.6％）
そもそも、この３つの違いを分かっていない消費者は約２割（21.5％）。

問 インターネットを通じた商品・サービスの購入において、上記の①、②及び③の違いを
御存知でしたか。

消費者庁「物価モニター調査」（2020年10月）

インターネット取引において、購入形態の違いをよく理解していない消費者も

４

※デジタル・プラットフォーム：インターネット上のオンライン・ショッピングモール（Amazon、楽天市場等）やフリーマーケット
サイト（メルカリ、ラクマ等）など



主なデジタルサービスの特性と 消費生活上の課題・ ト ラ ブ ル

５「消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書」より抜粋
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